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各種制度の利用をご希望の方は、詳細をご案内いたしますので、 

人事課までお問い合わせください。 

 
 ・育児休業の取得に関するご相談・問い合わせ 人事課任用係・労務係 

 ・育児休業給付金等に関するお問い合わせ 人事課労務係 

 ・育児休業申出書の提出 （教員）所属部局の事務室 （職員）人事課任用係  

人事課任用係 ５４８—８００７(内線２２８３)  sjinji@adb.fukushima-u.ac.jp 

人事課労務係 ５４８－８００８(内線２２８８) roumu@adb.fukushima-u.ac.jp 
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※２ 育児休業期間の変更（開始・終了各１回に限り変更可）

育児休業開始予定日の変更の要件は、育児休業規程を確認いただくほか、担当へ確認してください。

※３休業中の給与は無給となりますが、受給要件を満たしていれば育児休業給付金が支給されます。

育児休業中の給付金（R4.10.1現在）

＊ 休業開始時賃金日額

※４ 産前産後・育児休業期間中の社会保険料（共済（健康保険）・厚生年金）免除 （R4.10.1現在）

・産前産後休業期間（女性のみ）

・育児休業期間

（給与分）以下のいずれかに該当する場合、当該月の社会保険料が免除されます。

申出により、出産の日以前42日(多児妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間の保険料が免除
されます。

・例外的に、夫婦がともに育児休業をとる場合(パパママ育休プラス)は1歳2か月、1歳の時点で保育所に
入所できない場合など特別な事情がある場合は1歳6か月、または2歳の誕生日の前々日まで支給対象期
間が延長になる場合があります。

育児休業終了予定日の変更は、終了予定日の1カ月前の日までに申し出てください。（出生時育児休業の
場合は２週間前）

②育児休業給付金（雇用保険より）

または

③育児休業手当金（共済組合より）

※ただし、連続した２以上の育児休業を取得している場合には一つの育児休業とみなされ、当月中に14
日以上の休業取得をしていても免除とならない場合があります。

（賞与分）育児休業等の期間が、賞与を支払った月の末日を含む連続した1か月超の場合に限り、賞与に
かかる社会保険料が免除されます。

原則、休業開始前6か月間の賃金を180で除した額（保険料等が控除される前の額。賞与は除く）。出
生時育児休業給付金が支給された日数は、育児休業給付率67％の上限日数である180日に通算されま
す。
例）出生時育児休業を28日間取得した場合、給付率67％となるのは残り152日間となります。

当該休業を取得した場合に支給されます。
休業開始時賃金日額（*）×支給日数×67％

②休業開始時賃金日額×支給日数の67％（育児休業の開始
から6か月経過後は50％）

③共済組合員で、かつ、②の育児休業給付金が支給されない
場合（例：雇用保険の加入期間が1年未満）のみ、要件を満
たせば支給されます。②と③の両方は支給されません。

標準報酬日額×支給日数の67％（共済組合加入者のみ、協
会けんぽ加入者は対象外）（育児休業の開始から6か月経過
後は50％、雇用保険育児休業給付金受給対象外の職員）

①出生時育児休業給付金（雇用保険より）

 ②育児休業を開始した日の属する月の途中に一定の期間（14日）以上の育児休業を取得した場合

①その月の末日が育児休業期間中である場合（例：1月28日～31日の育児休業＝1月分免除）

・大学における育児休業の許可期間（最長３年）と、給付金の給付期間（通常は１歳未満の子を養育す
る場合）は異なるルールのため、育休取得期間を検討する際にはご留意ください。
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復帰後の育児に関する制度
１１．育児短時間勤務

対 象

期 間

取 得 回 数

提 出 書 類

給 与

１２．育児時間

対 象

期 間

提 出 書 類

給 与

１３．幼児看護休暇

対 象

期 間

提 出 書 類

給 与

１４．育児休暇

対 象

期 間

提 出 書 類

給 与

③１日につき６時間勤務（土曜日及び日曜日以外の日）

子が小学校就学の始期に達するまでの間で、その子の看護、予防接種又は健康診
断を受けさせるため、５日（小学校就学の始期に達するまでの子が２人以上の場
合は１０日）の範囲内

特別休暇簿（きんさぽ利用者はきんさぽにて申請）

有給（パートタイム職員は無給）

勤務しない時間について減額（勤勉手当の在職期間から除算有）

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員

育児時間申出書

子が小学校就学の始期に達するまでの間で職員が申し出た期間（１月以上１年以
下の期間に限る）

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員

②１週間当たりa.１９時間３０分、b.２０時間、c.２３時間１５分、d.２５時間勤
務（５２週を超えない期間につき、１週間当たり１日以上の割合の日を休日と
し、休日が４週間につき４日以上とする。１週当たりの勤務時間は４２時間を超
えない。）

育児短時間勤務申出書

①１日につき４時間勤務（土曜日及び日曜日以外の日）

①１週間当たりa.１９時間３０分、b.２０時間、c.２３時間１５分、d.２５時間勤
務（４週ごと８日以上の休日）

生後１年に達しない子を育てる職員

子が生後１年に達するまでの間で、１日２回各３０分以内

小学校就学の始期に達していない子を養育している間は請求可（原則同じ子に係
る育児短時間勤務の申出は、前に申し出た期間終了の日から１年を経過しない場
合は行うことができない）、期間延長可

②１日につき５時間勤務（土曜日及び日曜日以外の日）

子が小学校就学の始期に達するまでの間で職員が申し出た期間で、1日を通じて２
時間を超えない範囲内で３０分単位

特別休暇簿（きんさぽ利用者はきんさぽにて申請）

有給（パートタイム職員は無給）

勤務時間に応じた額を支給（期末・勤勉手当の在職期間から除算有）

④週３日７時間４５分勤務（土日以外２日休日）

⑤週２日７時間４５分勤務、週１日４時間勤務（土日以外２日休日）

≪変形労働制≫
勤 務 形 態


